
別紙３ 

 

事業概略書 

事 業 名 知的障害者及び発達障害者のための福祉用具の開発及び活用に関する調査研究 

 

事 業 目 的 

 

知的障害者及び発達障害者の福祉用具のうち、日常生活用具の給付対象とし

てなじむもの、ユニバーサルデザインの用具として整備が必要なもの、マニュ

アルなどの指導書があれば家族が作成可能なものについて、その利用実態及び

利用上の課題を調査するとともに、自治体の日常生活用具の給付事例、企業の

実態調査を実施することにより、知的障害者及び発達障害者にとって真に日常

生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進する用具を提案し、開発

から利用、給付までの支援の在り方を提言する。 

事 業 概 要 

知的障害者及び発達障害者にとって有効に使用されている福祉用具（生活支援

機器）があり、利用度と必要性の点から５つのグループに類型化できること、福祉用

具を使うためには専門家の関わりが重要となること、企業からの福祉用具に関する

情報の発信が低くユーザーに届いていないこと、ほとんどの市町村では知的障害

者及び発達障害者を対象とした日常生活用具の給付が見られない中、積極的に取

り組んでいる市町村が存在することが明らかになった。 

事業実施結果 

及び効果 

調査結果を踏まえて、知的障害者及び発達障害者のための日常生活用具の給

付対象、国や自治体の関わり方、福祉用具を使うときの専門家の関わり方、この分

野の用具開発に関わる企業の関わり方等について望ましいあり方の提案を試み

た。事業の成果を、国並びに自治体における日常生活用具の支給基準のガイド

ライン策定に活用することによって、知的障害者、発達障害者に対する福祉用

具施策の推進に大きく貢献することが期待される。 

事 業 主 体 
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（注）１．本様式の作成にあたっては、厚生労働省ホームページに掲載するので、一般に公開することを想定し、

分かりやすい表現に努めること。 

   ２．本様式は、事業の概略をまとめるために作成するものであり、別途、実施した事業についての報告書冊

子を必ず提出すること。 


